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１．はじめに

殺人罪については，女性犯罪の中でも比較的高い割合で発生し，男性と

は異なる特徴を示すと言われている。女性による殺人罪の量刑については，

故中谷博士による研究１や，岩井による昭和５０年代前半の生命犯確定判決

を分析対象とした量刑基準の実証的研究２など，これまでにも女性犯罪研

究会により分析が試みられてきた。

本研究では，平成以降の女性による殺人事件の判決を収集し，多変量解

析の手法で各量刑因子と現実の判決との相関を分析し，平成以降どのよう

な要因が現実の量刑に強く影響を与えているのかについて，検討を試みた。

分析に際しては，平成以降の分析結果と以前に岩井が行った昭和５１年から

５５年の間の分析結果との比較を通じて，女性による殺人罪の量刑構造の変

換についての検討を試みた。

２．分析の手続

（１）女性による殺人事件の概観

分析に先立ち，本研究の調査対象期間における女性による殺人事件の特

徴を分析し，これをふまえた上で，本研究の分析対象の資料適性について
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検討したい。

本研究では，関東管区および全国の主要都市の地方裁判所を中心に収集

した，地方裁判所における「女性による殺人罪の確定判決」３６０ケースの

内から無罪判決および量刑因子の客観化に困難が見られた事例を省いた

（表―１）殺人罪についての地方裁判所終局処理人員（平成以降）

年度
総数
�

有 罪

無
罪
�

そ
の
他死刑

懲 役 ・ 禁 錮 罰
金
・
科
料

無期
有期
�

うち執
行猶予
�

執行猶予率
C－（％）B

うち保護
観察付

平成元年 ７６０ ２ ８ ７３６ １６０ ２１．７ ４２ ― １０ ４

２年 ５８４ ― ８ ５６５ １２３ ２１．８ ２３ １ ９ １

３年 ６４２ １ １３ ６２１ １４６ ２３．５ ２１ ― ― ７

４年 ５３７ ― １４ ５１７ １１５ ２２．２ １７ ― ３ ３

５年 ５８２ ２ ９ ５６１ １３５ ２４．１ ２１ ― ４ ６

６年 ５８９ ２ １３ ５６８ １３１ ２３．１ １１ ― ２ ４

７年 ６４０ ― ８ ６２７ １１１ １７．７ ２２ ― ２ ３

８年 ５８８ ― １３ ５６３ １２７ ２２．６ ３０ １ ３ ８

９年 ６５７ １ ５ ６３８ １３６ ２１．３ ３７ ― ７ ６

１０年 ７１０ ５ １３ ６８３ １３２ １９．３ ２７ ― ３ ６

１１年 ６６６ ４ ２２ ６３６ １２４ １９．５ ２７ ― ― ４

１２年 ７２６ ６ ２０ ６９６ １２５ １８．０ ３０ ― １ ３

１３年 ７４７ ５ ２０ ７０６ １３５ １９．１ ３０ ― ３ １３

１４年 ７９３ １２ ２２ ７５６ １３５ １７．９ ２４ ― １ ２

１５年 ６６６ ４ ２２ ６３６ １２４ １９．５ ２７ ― ― ４

１６年 ８１９ ９ ３３ ７６５ １３７ １７．９ ３６ ― ６ ６

１７年 ８２５ １１ ３８ ７６６ １４０ １８．３ ３５ ― ２ ８

１８年 ７１０ ２ ２６ ６６８ １１９ １７．８ ２７ ― ６ ８

総数 １２，２４１ ６６ ３０７ １１７０８ ２３５５
（Ave．）
２０．３

４８７ ２ ６２ ９６

※１ 司法統計年報による。
※２ 終局処理の「その他」は，免訴・公訴棄却等である。
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３５４ケースを分析対象としている。内訳は，平成元年から平成１４年までに

女性による殺人事件で実刑となった判決計２０３ケース，同じく執行猶予と

なった判決計１５１ケースであり，事例全体に対する執行猶予判決の割合は

４２．７％，有期刑中においては４３．５％である。

なお，平成以降に第１審裁判所で殺人罪により有罪とされた終局処理人

員については，（表―１）に示した。（表―１）に示された総数については，無

罪判決と免訴・公訴棄却等を含むものであり，また男性の事例も含めた数

値ではあるが，平成元年から平成１８年までの総計は１２，２４１件となっている。

各種統計からは，直接，殺人罪についての第１審終局処理人員中の女性

比の確認ができないため，殺人罪の検挙人員における女子比の推移を（図―

１）に示した。これによれば，殺人罪検挙人員における女子比については，

おおむね２０％前後という割合が維持されている。

（２）女性による殺人事件の質的変化

女性による殺人罪の量刑について分析を行った上記の中谷研究（昭和３０

年代），および岩井研究（昭和５０年代前半）の分析対象から本研究の分析

（図―１）殺人罪についての検挙人員・女子検挙人員・女子比の推移

※警察庁の統計による。
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刑名
執行
猶予率

懲役・執行猶予 懲役・実刑 死刑

刑期

被害者類型
総数

（全体比）
１年
以下

１年６月
以下

２年
以下

２年６月
以下

３年
以下

１年
以下

１年６月
以下

２年
以下

２年６月
以下

３年
以下

５年
以下

１０年
未満

１０年
超

無期
懲役

総数 ３５４（１００．０％） ４２．７％ ８ １１ １３２ １ １１ ２１ ５９ ７４ ３０ ６ １

夫・愛人・恋人（「元」を含む）１３３（３７．６％） ３１．６％ ２ ６ ３４ １ ６ ２６ ４２ １５ １

実父母・義父母 ２４（ ６．８％） ２５．０％ １ ５ １ ２ ４ ８ ２ １

その他の親族 １６（ ４．５％） ５６．３％ １ １ ７ １ ３ ２ １

実子（学齢以上） ６１（１７．２％） ５７．４％ ２ １ ３２ ５ ５ １２ ４

実子（就学前） ４７（１３．３％） ６１．７％ ２ ２７ １ ３ ３ ８ ３

実子（新生児） ３０（ ８．５％） ８３．３％ １ １ ２３ ３ ２

親族外知人等 ４３（１２．１％） １１．６％ １ ４ １ １ ４ １５ １２ ４ １

刑名
執行
猶予率

懲役・執行猶予 懲役・実刑 死刑

刑期

被害者類型
総数

（全体比）
１年
以下

１年６月
以下

２年
以下

２年６月
以下

３年
以下

１年
以下

１年６月
以下

２年
以下

２年６月
以下

３年
以下

５年
以下

１０年
未満

１０年
超

無期
懲役

総数 ３２３（１００．０％） ７０．６％ ３ ３ １６ １３ １９３ ２ ９ ７ １９ ３０ １８ ７ ２ １

夫・愛人 ７５（２３．２％） ４８．０％ １ ４ ４ ２７ １ ７ １８ ９ ３ １

親 １２（ ３．７％） ５８．３％ ７ １ ３ １

その他の親族 ９（ ２．８％） ５５．６％ １ ４ ２ １ １

子ども（成人） １２（ ３．７％） ９１．７％ １１ １

子ども（２０歳未満） ７５（２３．２％） ７０．７％ １ ２ ３ ４７ １ ３ ３ ７ ６ ２

子ども（１歳未満） ２６（ ８．０％） ８４．６％ １ ３ １８ １ １ １ １

子ども（新生児） ９０（２７．９％） ９４．４％ ２ １ ７ ２ ７３ １ ２ １ １

親族外知人等 ２４（ ７．４％） ３７．５％ ２ １ ６ １ １ ３ ２ ３ ３ １ １

刑名
執行
猶予率

懲役・執行猶予 懲役・実刑

刑期

被害者類型
総数

（全体比）
１年
以下

１年６月
以下

２年
以下

２年６月
以下

３年
以下

１年
以下

１年６月
以下

２年
以下

２年６月
以下

３年
以下

５年
以下

１０年
未満

１０年
超

無期
懲役

総数 １３０（１００．０％） ７３．１％ ３ ３ ３９ ３ ４８ １ ２ ８ ８ ５ ５ ５ １

夫・愛人 ２９（２２．３％） ６９．０％ ２ ７ １１ １ １ ３ ２ ２

親 ４（ ３．１％） ０．０％ １ １ ２

その他の親族 ７（ ５．４％） ８５．７％ ３ １ ２ １

子ども（成人） ４（ ３．１％）１００．０％ １ ３

子ども（２０歳未満） ３４（２６．２％） ７０．６％ １ ９ ２ １２ １ ４ ５

子ども（１歳未満） １３（１０．０％） ９２．３％ ５ ７ １

子ども（新生児） ２７（２０．８％） ９２．６％ １ １３ １１ １ １

親族外知人等 １２（ ９．２％） ３３．３％ ２ ２ ２ ２ １ １ １ １

（表―２―１）女性による殺人罪被害者の種類別量刑分布―平成元年～１４年

（表―２―２）女性による殺人罪被害者の種類別量刑分布―昭和５０～５５年

注）岩井宜子「女性による殺人罪の量刑」慶應法学研究５６巻８号３頁より。

（表―２―３）女性による殺人罪被害者の種類別量刑分布―昭和３０年

注）「殺人の罪に関する量刑資料」（上）（下）司法研修所調査叢書５号６号より抽出し集計した。
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対象である平成年間への以降に伴い，女性による殺人事件について生じた

質的・量的変化および司法処理の状況を検討するため，まず，本研究対象

事例である平成以降の３５４ケース，昭和５１年から５５年の３２３ケース，そして

参考として昭和３０年の１３０ケースについて，女性による殺人罪被害者の種

類別の量刑の分布状況を，それぞれ（表―２―１），（表―２―２），（表―２―３）に掲

げた３。

岩井はかつて，（表―２―２）と（表―２―３）の比較を通じ，両表においては，

時代，対象期間，収集対象地域を異にしながら，被害者類型別分布，執行

猶予率等において，かなり類似傾向が示されており，我が国の女性による

殺人事例が，時代，地域を越えた普遍的特徴を持っていることをある程度

示すものと思われると指摘した４。

これをふまえ，本研究の分析対象の量刑分布の状況（表―２―１）と（表―２―

２）を比較すると，まず，被害者類型分布において，夫・愛人殺の顕著な

増加（２３．２％→３７．６％），新生児殺の顕著な減少（２７．９％→８．５％）が見ら

れる。量刑において，２つの表の比較から伺える傾向としては，�全体的

な執行猶予率の低下（７０．６％→４２．７％），そして�懲役・執行猶予群およ

び懲役・実刑群ともに刑の長期化が見られる。

また，被害者類型ごとの量刑分布状況をみると，�女性による殺人罪に

ついては，子殺しと夫・愛人殺という家族殺が大半を占めるという傾向は

維持されており，そして�子殺しについても厳罰化の傾向が伺えるのでは

あるが，他の被害者類型と比較する限りにおいては，執行猶予率が高く，

また刑期も短いという傾向は維持されている。なお，子殺しについても，

�被害者がより幼いほど執行猶予率が高いという傾向も維持されている。

厳罰化傾向を導いた要因としては，（図―２）に示されるように，女性に

よる殺人のなかでかなりの比率を占め，これまで軽減的に評価されてきた

子殺し数の減少が考えられる。子殺しの減少の理由については，（図―３）

に示されるように，嬰児殺数が極端に減少しており，これは少子化の影響，

女性による殺人罪の量刑の変化 5



（図―２）殺人罪に関する被疑者＝被害者別検挙件数（親族等に限る）

※１ 警察庁の統計による。
※２ 「父母」には，継父母」を，「子供」には，養子及び継子をそれぞれ含む。
※３ 捜査の結果，犯罪が成立しないこと又は訴訟条件，処罰条件を欠くことが確認

された事件を除く。

（図―３）嬰児殺被害者数と出生数の推移

※警察庁の統計および厚生労働省の統計より作成。
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エイズの知識の普及や避妊技術の進歩などにより，性交渉がより慎重に行

われるようになったことなどによるものと指摘されている。また，我が国

では，人工妊娠中絶が比較的容易に行われえ，不用意に性交渉が行われや

すい若年層においては，いまだ多く行われていることなども，要因と考え

られよう５。（図―２）と（図―３）を照らし合わせてみると，嬰児殺の被害者

数と出生数の推移が，被害者が子である場合の減少傾向とほぼ連動してい

る傾向が顕著に現れている６。それに加え，子殺し自体の執行猶予率の低

下が顕著であることも，要因と考えられる。

なお，平成以降の殺人罪についての第１審裁判所の終局処理人員中の執

行猶予率については，前出の（表―１）に示すように，平均で２０．３％となっ

ている。ここでの執行猶予率は，あくまで有期の懲役・禁錮により有罪と

なったものに占める執行猶予率であるが，この数値と比べると，（表―２―１）

に示した平成以降の事例における執行猶予率：４２．７％（有期刑においては

４３．５％）という数値は高率なものといえる。ここから，従来から指摘され

ているように，女性が一般に寛大に扱われるとの傾向は，全体的な厳罰化

傾向にあっても，なお維持されていると評価することも出来よう。しかし，

殺人事件については男女により内容・性質が大きく異なるため，量刑を検

討するに際しても質的な分析を待って判断すべきといえる。

（３）量刑因子の説明

量刑因子の設定にあたっては，女性犯罪研究会による昭和５０年代の女性

による殺人事件を対象に行った先行研究との比較を念頭に置き，調査票を

作成した。しかし，前回は因子として用いた「死体遺棄」などの項目につ

いては該当数がごく少数のため，今回は分析対象外としているなど多少の

変更も加えている。

なお，本研究では分析対象を裁判判決としており，被告人の各般の問題

性の認定や被告人の主観面などについても，あくまで判決文に現れた裁判
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Ａ 犯罪の態様に関する因子

１．既遂・未遂

２．殺害手段

３．殺害被害者数

４．殺人以外の余罪の有無

５．動機

Ｂ 被告人の属性に関する因子

６．犯行時年齢

７．職業

８．婚姻状態

９．子供の有無・人数

Ｃ 被害者に関する因子

１０．加害者＝被害者関係

１１．心身の疾患等の有無

１２．暴力・暴言等による犯罪誘発性

１３．その他の犯罪誘発性

Ｄ 軽減事由に関する因子

１４．自首

１５．自殺企図

１６．心神耗弱認定の認定

Ｅ 犯行の背景に関する因子

１７．家庭内の人間関係の不和

１８．経済上の問題

１９．健康上の問題

２０．夫の家庭内の暴力等の悩み

２１．子供に関する悩み

２２．その他家庭内の問題

Ｆ 本人自身の問題に関する因子

２３．精神障害的徴候

２４．社会的孤立

２５．その他の本人の悩み

Ｇ 本人の生活態度に関する因子

２６．浮気・男出入りが多い等の問題

２７．頻回転職

２８．その他の生活態度の問題

所の評価・認定を分析の対象としている。

分析に用いたのは，以下に示した７分類の２８アイテム・７８カテゴリーで

ある。

なお，小島弁護士は女性犯罪の量刑について，「私は，女性による殺人

罪の量刑の分析とりわけ実刑と執行猶予を分ける基準の分析に当たっては，

嬰児殺か否か，既遂か未遂かが決定的に重要であると考える」との見解を

述べた上で，岩井による実証的研究を挙げ，「……岩井の論文ではこの点

を量刑因子と並列させて分析している点で疑問が残る」と指摘している７。
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しかし，岩井も用いた多変量解析の手法によれば，量刑に影響を及ぼすと

思われる複数の因子を並列に設定した上でも，分析においては，各因子相

互の相関関係の存在による因子の重複評価の危険は解消され，他の因子に

影響を受けない各因子それぞれの重みづけが可能となるのであり，特に「実

刑か執行猶予か」というように２つの群への判別に際しての各因子の影響

力の数量化においては，「林の数量化理論第�類」は極めて有効であると

考えられる。そのため，本研究においてもこの手法を用いることとした８。

（４）分析の方法

分析方法については，調査項目をエクセルに入力し，「エスミ」社の統

計解析ソフト「EXCEL数量化理論」を用いて，数量化理論第�類による

解析を行った。

３．実刑と執行猶予の基準

（１）分析結果

上記の手続に従い，平成以降の女性による殺人事件について実刑と執行

猶予とを判別する識別表を作成し，これを識別表�とした。また，各事例

について算出された合成得点の分布状況を示したものが（図―４）である。

識別表�については，相関比が０．５４０９となっている。各因子のカテゴリ

ースコアを算出し，ここでの判別中点－０．２１７６を判別基準点として合成得

点分布状況を見てみると，実際の判決との一致率は８５．６％となった。

ここでの分析結果について，アイテムとしての識別力の強さを示すレン

ジ値，および個別のカテゴリースコアにおける実刑を導く方向に働く加重

的因子，執行猶予を導く方向に働く軽減的因子の各上位５項目を示したも

のが（表―３）である。

この分析結果を見ると，女性による殺人罪の量刑に関しては，「加害者
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＝被害者関係」という要因の影響力が強いと示されているが，この要因に

ついては，昭和５０年代前半の分析においても最も強い識別力を示していた。

「加害者＝被害者関係」という量刑因子の評価を見てみると，まず，昭和

５０年代前半の識別表と比較しても，実子以外の者を殺害した場合には，す

（表―３）識別表�における分析結果の上位項目

レンジ値 加重的因子 軽減的因子

１位 加害者＝被害者関係
（２．２８７９）

殺害被害者数が２人以上
（１．１０５６）

殺人類型が実子の新生児
殺（－１．６１５１）

２位 既遂・未遂（１．６１２７）他人を殺害した場合
（０．６７２８）

未遂事例（－１．２５２８）

３位 殺害被害者数
（１．０６３７）

その他の親族を殺害した
場合（０．６２４５）

動機が虐待・育児ノイロ
ーゼ・子供不要・世間体
（－０．７３８１）

４位 動機（１．０３０８） 頻回転職が認められる場
合（０．６０４９）

就学前の実子を殺害
（－０．６８４４）

５位 犯行時年齢（０．６０６２）親を殺害した場合
（０．４７９２）

社会的孤立が認められる
場合（－０．４３３５）

（図―４）合成得点の分布状況
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べて実刑を導く加重的方向に機能している傾向は維持されていることが確

認される。実子殺については，すべてのカテゴリーが軽減的方向に評価さ

れているという点では共通するが，その機能は実子が幼いほど強く，子が

成長するにつれてその軽減的評価は弱まっていくという点も，昭和５０年代

前半の分析結果と共通している。

他方，親殺しや夫・愛人等殺しについては，平成以降も昭和５０年代前半

と同様に加重的因子との評価が維持されている。もっとも，昭和５０年代前

半には実刑を導く方向に強く働く因子として上位に現れていたのであるが，

平成以降，この因子の加重的要因としての機能は昭和５０年代の分析結果に

比して弱まってきている。

また，レンジ値で４位の強さの識別力を示す「動機」については，「虐

待・育児ノイローゼ・子供不要・世間体」の場合に強く軽減的方向に働き，

「服従・迎合，防衛・護身」の場合には，比較的強く加重的方向に働くこ

とが示された。子供に関わる問題で悩みを動機とする場合には軽減的に評

価されているのに対し，配偶者の命令に従ったり，自身の身を守った場合

には加重的に評価されているという分析結果はドメスティック・バイオレ

ンスという観点からは，十分それについての酌量がなされていないのでは

との感がある。もっとも，育児ノイローゼと子供不要とを「子供に関する

問題」として同じカテゴリーで評価することの適否，また配偶者に服従し

ての犯行と配偶者からの暴力に対する防衛行為も同一のカテゴリーで評価

されていることなど，カテゴリーの分類方法の反省も含め，慎重な評価を

要しよう。夫・愛人殺の増加は，DVに起因するものが多いのではと推測

されるが，被害者からの犯罪誘発性は，レンジ値２８位とほとんど実刑・執

行猶予の判断には影響していないことが認められた。
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識別表� 実刑と執行猶予との区分（平成以降）

アイテム カテゴリ－ 実数 実刑
執行
猶予

カテゴリ
－スコア

レン
ジ値

３５４ ２０３ １５１

犯罪の態様に関する因子

１．既遂・未遂 既遂 ２７５ １８５ ９０ ０．３５９９１．６１２７
未遂 ７９ １８ ６１－１．２５２８（２位）

２．殺害手段 絞殺・窒息殺 １７１ ９８ ７３－０．０１５２０．３３７５
撲殺・刺殺・射殺 １５０ ８８ ６２－０．００９２（１６位）
溺殺・焼殺 ２２ １１ １１ ０．０１９６
その他 １１ ６ ５ ０．３２２４

３．殺害被害者数 １人 ３３８ １８９ １４９－０．０４８１１．０６３７
２人以上 １６ １４ ２ １．０１５６（３位）

４．殺人以外の余罪の有無 殺人類型のみ ３１４ １７５ １３９－０．００５５０．０４８３
殺人類型＋余罪 ４０ ２８ １２ ０．０４２８（２４位）

５．動機 利欲・信条・障害排除 ７６ ４６ ３０ ０．００４３１．０３０８
情動 １３９ ９１ ４８ ０．１２８４（４位）
貧困 ３３ １９ １４－０．２４６６
精神異常 ２５ ９ １６－０．１６５７
虐待・育児ノイローゼ・子供不要・世間体 ２３ ４ １９－０．７３８１
服従・迎合，防衛・護身 ２３ １９ ４ ０．２９２７
その他 ３５ １５ ２０ ０．１２４２

被告人の属性に関する因子

６．犯行時年齢 ２４歳以下 ４６ ２３ ２３ ０．０８０１０．６０６２
２５～２９歳 ３７ ２０ １７ ０．０２６３（５位）
３０～３４歳 ３８ ２０ １８－０．０１６０
３５～３９歳 ５３ ３６ １７ ０．２７４２
４０～４９歳 ７４ ４２ ３２－０．０６２６
５０～５９歳 ６１ ４０ ２１ ０．０１６３
６０歳～ ４５ ２２ ２３－０．３３２０

７．職業 無職 １７２ ９０ ８２－０．０１９２０．０８６８
有職 １６８ １０４ ６４ ０．０１４０（２３位）
その他・不明 １４ ９ ５ ０．０６７６

８．婚姻状態 未婚 ３６ １６ ２０－０．２６６６０．４２１２
法律婚・内縁 ２４２ １３９ １０３－０．００８９（１１位）
その他・不明 ７６ ４８ ２８ ０．１５４６

９．子供の数 子供なし・不明 ９７ ６２ ３５ ０．０４６９０．３７５２
１～２人 １９１ １０１ ９０ ０．００８７（１３位）
３人以上 ５０ ３１ １９－０．０１９２
子供の人数は不明 １６ ９ ７－０．３２８３

被害者に関する因子

１０．加害者＝被害者関係 夫・愛人・恋人（全て「元」を含む）１３３ ９１ ４２ ０．３４３１２．２８７９
実父母・義父母 ２４ １８ ６ ０．４７９２（１位）
他人（同僚・知人・友人・面識なし） ４３ ３８ ５ ０．６７２８
実子（新生児） ３０ ５ ２５－１．６１５１
実子（就学前） ４７ １８ ２９－０．６８４４
実子（学齢以上） ６１ ２６ ３５－０．２５３１
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その他の親族 １６ ７ ９ ０．６２４５

１１．心身疾患等の有無 あり ６１ ２２ ３９－０．４３１６０．５２１４
なし ２９３ １８１ １１２ ０．０８９８（８位）

１２．暴力・暴言等による
犯罪誘発性

あり １３５ ９０ ４５ ０．００４９０．００８０
なし・特記なし ２１９ １１３ １０６－０．００３０（２８位）

１３．その他の犯罪
誘発性

あり １４３ ８０ ６３－０．１１０８０．１８５９
なし・特記なし ２１１ １２３ ８８ ０．０７５１（１８位）

軽減事由に関する因子

１４．自首 あり ６７ ４２ ２５ ０．０９６８０．１１９４
なし・特記なし ２８７ １６１ １２６－０．０２２６（２１位）

１５．自殺企図 あり ２９ １８ １１－０．０３１３０．０３４１
なし・特記なし ３２５ １８５ １４０ ０．００２８（２５位）

１６．心神耗弱 認定あり ３７ １３ ２４－０．４６９３０．５２４０
認定なし ３１７ １９０ １２７ ０．０５４８（７位）

犯行の背景に関する因子

１７．家庭内の人間関係
の不和

配偶者と ９４ ６４ ３０ ０．０５８６０．３４８６
その他の成員と ３３ １７ １６－０．２９００（１５位）
なし・特記なし ２２７ １２２ １０５ ０．０１７９

１８．経済上の問題 あり １１９ ８５ ３４ ０．２４１２０．３６３４
なし・特記なし ２３５ １１８ １１７－０．１２２２（１４位）

１９．健康上の問題 あり ９７ ４９ ４８－０．２９６５０．４０８４
なし・特記なし ２５７ １５４ １０３ ０．１１１９（１２位）

２０．夫の家庭内の暴力等
の悩み

あり ５５ ４２ １３－０．０１８１０．０２１４
なし・特記なし ２９９ １６１ １３８ ０．００３３（２６位）

２１．子供に関する悩み あり １２２ ５０ ７２ ０．０８８６０．１３５２
なし・特記なし ２３２ １５３ ７９－０．０４６６（２０位）

２２．その他家庭内の問題 あり １１８ ７５ ４３ ０．１４９９０．２２４８
なし・特記なし ２３６ １２８ １０８－０．０７４９（１７位）

本人自身の問題に関する因子

２３．精神障害的徴候 あり ６０ ２９ ３１ ０．４０６４０．４８９３
なし・特記なし ２９４ １７４ １２０－０．０８２９（９位）

２４．社会的孤立 あり １５ ４ １１－０．４３３５０．４５２６
なし・特記なし ３３９ １９９ １４０ ０．０１９２（１０位）

２５．その他本人の悩み あり ７６ ４８ ２８ ０．１３２７０．１６９０
なし・特記なし ２７８ １５５ １２３－０．０３６３（１９位）

本人の生活態度に関する因子

２６．浮気・男出入りが
多い等の問題

あり ４１ ２５ １６－０．０８７３０．０９８８
なし・特記なし ３１３ １７８ １３５ ０．０１１４（２２位）

２７．頻回転職 あり １１ ８ ３ ０．５８６１０．６０４９
なし・特記なし ３４３ １９５ １４８－０．０１８８（６位）

２８．その他の生活態度
の問題

あり ８７ ５６ ３１－０．０１５８０．０２１０
なし・特記なし ２６７ １４７ １２０ ０．００５２（２７位）

判別的中率 ８５．５％
判別中点 －０．２１７６

相関比 ０．５４０９
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（２）識別表�における不適合事例

次に，量刑基準の分析をより精密化し，またこの他に考慮されている因

子を発見するために，不適合事例の分析を行った。

各事例について合成得点を算出し，合成得点をここでの判別中点

－０．２１７６を超えるものを実刑，それ以下のものを執行猶予と推定した場合，

実際の判決と一致しないものは，５６ケース存在した。内訳は，合成得点か

らは執行猶予が相当とされた実刑事例が３０ケース，合成得点からは実刑が

相当とされた執行猶予事例が２１ケース，計５１ケースである。実際の判決と

の一致率は８５．６％となった。

今後，量刑基準の分析をより精密なものにするためにも，またその他の

量刑因子の発見のためにも不適合事例を個別的に検討することが求められ

る。実際の判決においては実刑が科されているケースで，合成得点が最も

低いケースが〈ケース１〉である。

〈ケース１〉殺人被告事件（懲役２年６月・実刑），合成得点：－１．４７０４

この事例は，被告人が母親として，精神分裂病に罹患していた一人娘（２７

歳）の行状やその行く末に関して心労が絶えず，同女を殺害して自分も自

殺をしようと無理心中を図り，一人娘を絞殺した事例である。

被告人については自首していること，計画的犯行とはいえないこと，反

省の態度が認められること，前科前歴がないこと，犯行時にすでに６５歳と

高齢であること，現在８０歳である夫が被告人を宥恕し，その帰宅を待って

いることなど酌むべき状況も認められるのではあるが，被害者を心配する

と同時に世間体を気にする余り，しばらく様子を見るようにとの医師の助

言に背き，また被害者については，新婚間もなく夫との仲も円満であり，

しばらく途絶えていた精神障害者通所施設にも自ら通うようになっていた

のであって，本件当時，被害者を死に至らせなければならないような危機

的状況にあったとは到底いえないことなどから，あまりにも短絡であると
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の非難を免れないとされ，また無防備かつ無抵抗の被害者をいきなり背後

から絞殺するという犯行の残忍性，自分の留守中に義母の手によって婚姻

したばかりの妻を失ってしまった被害者の夫の悲嘆なども察し，実刑を免

れないものとされた。

本件については，判決においては被告人を非難する状況とされている子

殺しであることや被害者が精神病に罹患していることなどは，本研究の識

別表においては軽減的要因として示されていることなどが，実際の判決と

統計上の評価の不適合を生じさせたものと思われる。

本件のような家族殺の事例に関しては，犯行背景のさらなる客観化が求

められよう。また，次のケースも不適合となった事例であるが，加害者＝

被害者関係とそれが大きく影響する犯行背景の分類を考える上で参考にな

ると思われる。

〈ケース２〉殺人未遂被告事件（懲役３年・実刑），合成得点：－１．１０１９（執

行猶予相当）

この事例は，罹患していたうつ病が重症化していた被告人が，手足に合

指症という先天性の障害を有していた孫（８ヶ月）の将来を案じたことな

どから，同人を殺害して自らも死のうと決意して自宅の井戸に飛び込んで，

孫に重篤な傷害を負わせてしまったとう事案である。被告人には，犯行当

時心神耗弱の状態であったことが認められている。この事件においては，

被告人がうつ病の状態にあったことや，不幸な家庭内の事情，前科・前歴

もないというまじめな生活態度，５０歳を越えるという年齢などが考慮され

つつも，被害者の母や曾祖母，祖父らの被害感情が激しく被告人を今後家

族の一員として受け容れることが困難な状況にあり，被告人に対しては，

矯正施設内において相当期間刑に服させ，適切な処遇を受けながら贖罪の

日々を送らせることが社会復帰後も見据えた被告人の更生のためには必要

不可欠と判断されている。
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親族による新生児殺の事例においても，親による子殺しの場合とその他

の親族による殺害の場合では評価が異なるようである。このような事例も

含めて，家族内の殺人事件については，被害者遺族は被告人自身の家族で

もあり，被告人の社会復帰後の環境調整という観点からも，残された家族

の感情が量刑に影響せざるを得ないのであろう。

４．刑期の基準

（１）先行研究との比較の方法

岩井による先行研究においては，実刑事件で懲役３年以下のものとそれ

を超える科刑を受けたものとを分ける基準について数量化理論第�類の手

法を用いて分析を行い，科刑の軽重をもたらす要因についての分析を行っ

ている。この分析においては，執行猶予も可能な刑期３年以下のものとそ

れを超えるものを分ける点を分岐点としてとらえ，量刑判断に影響を及ぼ

す要因の分析がなされた。なお，前出の（表―２―２）に示したように，先行

研究の対象事例中の実刑例については，刑期３年から５年の間に集中して

おり，懲役３年を分岐点としては両群の該当数に不均衡が生じることも考

えられたのではあるが，実刑例９４例中，３年以下の懲役のものが３６例，そ

れを越える科刑を受けたものが５８例という比率となり，統計処理に支障を

来たす程度の不均衡は見られないと判断されている。

本研究の対象事例中には，実刑が科された事例が２０３ケース存在する。

なお，刑期の分布状況については（表―２―１）に示したように，全体的な厳

罰化傾向を受け，５年から１０年の間に最も集中が見られる。このような量

刑の分布状況をふまえ，本研究においては，先行研究との比較を目的とし

て，実刑事件で懲役３年以下のものとそれを超える科刑を受けたものとを

判別する基準について数量化理論第�類の手法を用いて分析を行い，ここ

で作成した識別表と先行研究での識別表との比較・分析を行うほか，平成

16



以降，どのような要因が科刑の軽重をもたらしているのか分析を行うため

に，量刑分布の数的状況から分岐点として適切と思われる実刑事件で懲役

５年以下のものとそれを超える科刑を受けたものとを判別する基準につい

て数量化理論第�類の手法を用いて分析を行った。ここでは，懲役３年以

下のものと３年を越える科刑を受けたものとを判別する識別表を「識別表

�」，懲役５年以下のものと５年を越える科刑を受けたものとを判別する

識別表を「識別表�」とする。

（２）識別表�の分析結果

識別表�については，相関比が０．５５９３となっている。各因子のカテゴリ

ースコアを算出し，ここでの判別中点－０．６８４８を判別基準点として合成得

点分布状況を見てみると，実際の判決との一致率は９１．１％となった。

ここでのレンジ値の識別力の強い上位の項目は，１位：加害者＝被害者

関係（１．７８２０），２位：殺害手段（１．５６２１），３位：既遂・未遂（１．５３５０），４

位：社会的孤立（１．４１８９），５位：犯行時年齢（１．２０８４）となった。もっ

とも，実刑例では，社会的孤立ありとされた者は４例しかなく，統計処理

には適さなかったことも考えられ，過剰な値が生じたおそれがある。

実刑と執行猶予との識別表と比べて，「殺害手段」の影響力の大きさが

注目される。殺害行為の行為態様自体の客観的評価が大きく評価されてい

るということであろう。また，やはり「加害者＝被害者関係」の識別力が

最も大きいことは共通している。

個別のカテゴリースコアについては，より長期の刑を導く方向に働く因

子については，１位：社会的孤立が認められる（１．３９０９），２位：殺害手

段がその他（１．０３２４），３位：殺害被害者数が２人以上（０．７９１８），４位：

子供の数が不明（０．５２１９），５位：被告人が犯行時未婚であった（０．５２０９）

となった。

反対に，より短期の刑を導く方向に働く因子については，１位：未遂事
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識別表� 刑期の基準―懲役３年以下のケースと３年を超えるケースの識別表

アイテム カテゴリ－ 実数
３年
超
３年
以下

カテゴリ
－スコア

レン
ジ値

２０３ １７０ ３３

犯罪の態様に関する因子

１．既遂・未遂 既遂 １８５ １６０ ２５ ０．１３６１１．５３５０
未遂 １８ １０ ８－１．３９８９（３位）

２．殺害手段 絞殺・窒息殺 ９８ ７５ ２３－０．１２６２１．５６２１
撲殺・刺殺・射殺 ８８ ８２ ６ ０．１３６３（２位）
溺殺・焼殺 １１ ７ ４－０．５２９７
その他 ６ ６ ０ １．０３２４

３．殺害被害者数 １人 １８９ １５８ ３１－０．０５８７０．８５０４
２人以上 １４ １２ ２ ０．７９１８（７位）

４．殺人以外の余罪の有無 殺人類型のみ １７５ １４４ ３１－０．０１３５０．０９７９
殺人類型＋余罪 ２８ ２６ ２ ０．０８４４（２４位）

５．動機 利欲・信条・障害排除 ４６ ４１ ５ ０．０９５５１．１９１９
情動 ９１ ８２ ９ ０．１２２９（６位）
貧困 １９ １５ ４－０．１６５７
精神異常 ９ ７ ２ ０．２８３８
虐待・育児ノイローゼ・子供不要・世間体 ４ ２ ２－０．６１３１
服従・迎合，防衛・護身 １９ １７ ２ ０．０５７３
その他 １５ ６ ９－０．９０８２

被告人の属性に関する因子

６．犯行時年齢 ２４歳以下 ２３ ２０ ３ ０．１００４１．２０８４
２５～２９歳 ２０ １８ ２ ０．０４５７（５位）
３０～３４歳 ２０ １５ ５－０．６００５
３５～３９歳 ３６ ２９ ７－０．０３６１
４０～４９歳 ４２ ４１ １ ０．５１３２
５０～５９歳 ４０ ３３ ７ ０．０９５７
６０歳～ ２２ １４ ８－０．６９５２

７．職業 無職 ９０ ７２ １８－０．０５８５０．１７７７
有職 １０４ ９０ １４ ０．０６０７（２２位）
その他・不明 ９ ８ １－０．１１７０

８．婚姻状態 未婚 １６ １５ １ ０．５２０９０．６２６７
法律婚・内縁 １３９ １１６ ２３－０．１０５７（１０位）
その他・不明 ４８ ３９ ９ ０．１３２５

９．子供の数 子供なし・不明 ６２ ５５ ７ ０．０７５５０．７９８９
１～２人 １０１ ８０ ２１－０．００７８（８位）
３人以上 ３１ ２６ ５－０．２７７０
子供の人数は不明 ９ ９ ０ ０．５２１９

被害者に関する因子

１０．加害者＝被害者関係 夫・愛人・恋人（全て「元」を含む） ９１ ８４ ７ ０．２１３７１．７８２０
実父母・義父母 １８ １５ ３－０．００３７（１位）
他人（同僚・知人・友人・面識なし） ３８ ３６ ２ ０．１９６６
実子（新生児） ５ ２ ３－１．３４２７
実子（就学前） １８ １１ ７－０．９９１４
実子（学齢以上） ２６ １６ １０－０．２０６４

18



その他の親族 ７ ６ １ ０．４３９３

１１．心身疾患等の有無 あり ２２ １３ ９－０．５９１４０．６６３３
なし １８１ １５７ ２４ ０．０７１９（９位）

１２．暴力・暴言等による
犯罪誘発性

あり ９０ ８２ ８ ０．１３６３０．２４４８
なし・特記なし １１３ ８８ ２５－０．１０８５（２１位）

１３．その他の犯罪
誘発性

あり ８０ ６７ １３－０．０４６６０．０７６９
なし・特記なし １２３ １０３ ２０ ０．０３０３（２５位）

軽減事由に関する因子

１４．自首 あり ４２ ３１ １１－０．４８１３０．６０６８
なし・特記なし １６１ １３９ ２２ ０．１２５５（１１位）

１５．自殺企図 あり １８ １５ ３ ０．３９０６０．４２８７
なし・特記なし １８５ １５５ ３０－０．０３８０（１４位）

１６．心神耗弱 認定あり １３ ９ ４ ０．２３４３０．２５０３
認定なし １９０ １６１ ２９－０．０１６０（１４位）

犯行の背景に関する因子

１７．家庭内の人間関係
の不和

配偶者と ６４ ６０ ４ ０．３２８８０．４８７７
その他の成員と １７ １４ ３－０．０９８２（１２位）
なし・特記なし １２２ ９６ ２６－０．１５８８

１８．経済上の問題 あり ８５ ７５ １０ ０．１８１１０．３１１５
なし・特記なし １１８ ９５ ２３－０．１３０４（１８位）

１９．健康上の問題 あり ４９ ４０ ９ ０．２２５２０．２９６８
なし・特記なし １５４ １３０ ２４－０．０７１７（１９位）

２０．夫の家庭内の暴力等
の悩み

あり ４２ ４１ １ ０．０６０１０．０７５７
なし・特記なし １６１ １２９ ３２－０．０１５７（２６位）

２１．子供に関する悩み あり ５０ ３１ １９－０．１２４８０．１６５５
なし・特記なし １５３ １３９ １４ ０．０４０８（２３位）

２２．その他家庭内の問題 あり ７５ ６６ ９ ０．０３１４０．０４９８
なし・特記なし １２８ １０４ ２４－０．０１８４（２８位）

本人自身の問題に関する因子

２３．精神障害的徴候 あり ２９ ２２ ７－０．４０１４０．４６８３
なし・特記なし １７４ １４８ ２６ ０．０６６９（１３位）

２４．社会的孤立 あり ４ ３ １ １．３９０９１．４１８９
なし・特記なし １９９ １６７ ３２－０．０２８０（４位）

２５．その他本人の悩み あり ４８ ４３ ５ ０．２４０４０．３１４９
なし・特記なし １５５ １２７ ２８－０．０７４４（１７位）

本人の生活態度に関する因子

２６．浮気・男出入りが
多い等の問題

あり ２５ ２２ ３ ０．３０８００．３５１２
なし・特記なし １７８ １４８ ３０－０．０４３３（１６位）

２７．頻回転職 あり ８ ６ ２－０．３６４９０．３７９９
なし・特記なし １９５ １６４ ３１ ０．０１５０（１５位）

２８．その他の生活態度
の問題

あり ５６ ４７ ９－０．０３９２０．０５４２
なし・特記なし １４７ １２３ ２４ ０．０１４９（２７位）

判別的中率 ９１．１％
判別中点 －０．６８４８

相関比 ０．５５９３
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例（－１．３９８９），２位：被害者が実子の新生児（－１．３４２７），３位：被害者

が就学前の実子（－０．９９１４），：４位：動機がその他（－０．９０８２），５位：

犯行時年齢が６０歳以上（－０．６９５２）となった。

個別のカテゴリーの評価については，加重的要因に関しては殺害手段や

殺害被害者数など事案自体の悪性を客観的に評価する要因が上位項目に現

れている。加害者＝被害者関係については，実子殺や親殺しについては軽

減的に評価されているのに対し，夫・愛人殺や他人殺，これ以外の親族殺

の場合には加重的に評価されている。被害者との関係という点に着目すれ

ば，夫や愛人殺については他人殺に近い評価が示された。

動機については，利己的・保身的な理由の場合は加重的に評価されてい

るのに対し，「虐待・育児ノイローゼ・子供不要・世間体」などについて

は軽減的方向での機能が示された。虐待と育児ノイローゼを同一のカテゴ

リーに含めていることに問題が無いわけではないが，子供に関する悩みが

認められる場合も軽減的に評価されていることから見ても，全体的な傾向

としては子供との関係に関する問題については軽減的方向で評価されてい

ると言えよう。

被告人の人間関係に関しては，家庭内でも配偶者との人間関係に問題が

ある場合は加重的に，子供との関わりについては軽減的に評価されている。

他方で，他人との関わりなど社会関係の構築に問題が認められる場合には

加重的に評価されている。もっとも，社会的孤立の因子に関しては該当し

たケース数が少ないので，特異な事例の影響を強く受けている可能性も否

定できない。

実刑事件で懲役３年以下のものとそれを超える科刑を受けたものとを判

別する基準に関して昭和５０年代前半の分析結果と比較すれば，社会との関

係構築に問題がある場合に加重的要因として評価されるという傾向は維持

されている。周囲との係わり合いに問題を持つ者は，非協調性ゆえに自己

中心的犯行に走りやすいことが量刑に反映しているのであろう９。加害者
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＝被害者関係については，子殺しについては総じて軽減的に評価され，ま

た夫・愛人殺や他人殺の場合には加重的に評価される傾向は共通している。

しかし，昭和５０年代前半には加重的に評価されていた親殺しの場合が，平

成以降は微弱ながら軽減的方向に評価されるように変化したことが注目さ

れる。

（３）平成以降の刑期の基準

識別表�については，相関比が０．６２０８となっている。各因子のカテゴリ

ースコアを算出し，ここでの判別中点－０．０３６３を判別基準点として合成得

点分布状況を見てみると，実際の判決との一致率は８９．７％となった。なお，

合成得点の分布状況については，（図―５）に示した。

ここでのレンジ値の識別力の強い上位の項目は，１位：加害者＝被害者

関係（２．８７４３），２位：既遂・未遂（２．１１７３），３位：社会的孤立（０．７４２２），４

位：犯行時年齢（０．７０３５），５位：自首（０．６９２２）となった。ここでも，

社会的孤立は例数が少ないので，表見的に表れた数字の可能性がある。

ここで注目されるのは，子供に関する悩みが６位（０．６４６８）と上位の項

目として評価されているのに対し，配偶者との人間関係の不和や，夫の家

庭内暴力等の悩み等の項目に関しては，軒並みその影響力が小さいものと

評価されていることである。女性による殺人罪の大半が家族殺であるなか，

最も識別力が強い加害者＝被害者関係においては，定型的に夫・恋人殺は

加重的に，親殺し・子殺しは軽減的に評価されていることから，それらを

修正する要因として，被告人の問題性に起因する人間関係の不和，子ども

に関する悩みなどが，これらのケースにおいて厳しい処罰をもたらす要因

として働いているものと思われる。。

個別のカテゴリースコアについては，より長期の刑を導く方向に働く因

子については，１位：社会的孤立が認められる（０．７２７６），２位：他人殺

（０．６３６４），３位：殺害被害者が２名以上（０．５２３３），４位：子どもに関す
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る悩みあり（０．４８７５），５位：その他の親族を殺害（０．４２３４）となった。

ここでも社会的孤立が強く機能しているが，この因子に関しては該当し

たケース数が少ないので，やはり特異な事例の影響を強く受けている可能

性も否定できない。他人殺についてはやはり加重的要因として機能してい

る。なお，ここでも，実刑と執行猶予の基準においては加重的に評価され

ていた親殺しの評価が，刑期の長短の基準においてはその機能が弱まって

いる。

反対に，より短期の刑を導く因子については，１位：被害者が新生児の

実子（－２．２３７８），２位：未遂事例（－１．９２９５），３位：被害者が就学前の

実子（－１．４８２３），：４位：被害者が学齢以上の実子（－０．８４９１），５位：

自首が認められた（－０．５５４６）となった。

実子殺についてはすべてのカテゴリーにおいて大きく軽減的に評価され

ており，やはり実子については，年齢に関わらず生命の評価が低いという

傾向が維持されている１０。

加害者＝被害者関係に注目すれば，刑期の長短の基準においては，子殺

（図―５）合成得点の分布（刑期５年を基準）
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しや親殺しなど血縁家族内の殺人の場合はすべて軽減的に評価され，また

夫・愛人殺や他人殺など直接的な血縁関係が無い場合１１にはすべて加重的

に評価されているという結果が示された。また，親殺しについては，昭和

５０年代前半の刑期基準においては加重的要因として評価され，また本研究

における実刑と執行猶予とを識別する基準においても加重的要因として機

能していたが，ここでは相対的にその機能が弱まっていることが注目され

る。

５．評価

以上，実刑と執行猶予とを識別する基準においても，刑期の基準におい

ても，被害者＝加害者関係の識別力がもっとも大きく示され，この結果は

昭和５０年代前半の判例を分析した岩井による先行研究の分析結果と合致す

る。岩井は以前，「被害者の生命評価の違いが，殺人罪の量刑の広いばら

つきをもたらしている最大の要因と考える」と指摘したが１２，このことは，

女性による殺人罪の量刑に関しては，時代を超えて妥当するものと考えら

れる。

では，被害者類型の相違は，殺人事件の背景をどのように反映するもの

なのであろうか。（表―４）には，事件の背景を最も端的に示すと思われる

犯行動機と加害者＝被害者関係とのクロス表を示した。

本研究の調査対象事例については，犯行動機については，全体的には「情

動」と「利欲・信条・障害排除」が大半を占めている。しかし，このよう

な傾向の中にあっても，親殺しと子殺しについては，相対的に犯行動機を

「情動」とする比率が低く，「利欲・信条・障害排除」の比率が高いのに対

し，夫・愛人殺や他人殺の場合では，逆に犯行動機を「情動」とする比率

が高く，「利欲・信条・障害排除」の比率が低い点に差異が見られる。

さらに両群の相違点を挙げれば，「虐待・育児ノイローゼ・子供不要・
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識別表� 刑期の基準―懲役５年以下のケースと５年を超えるケースの識別表

アイテム カテゴリ－ 実数
５年
超
５年
以下

カテゴリ
－スコア

レン
ジ値

２０３ １１１ ９２

犯罪の態様に関する因子

１．既遂・未遂 既遂 １８５ １０９ ７６ ０．１８７７２．１１７３
未遂 １８ ２ １６－１．９２９５（２位）

２．殺害手段 絞殺・窒息殺 ９８ ４４ ５４－０．０５６８０．２１８５
撲殺・刺殺・射殺 ８８ ６０ ２８ ０．０８３５（１７位）
溺殺・焼殺 １１ ５ ６－０．１３５０
その他 ６ ２ ４－０．０４８５

３．殺害被害者数 １人 １８９ １０３ ８６－０．０３８８０．５６２１
２人以上 １４ ８ ６ ０．５２３３（９位）

４．殺人以外の余罪の有無 殺人類型のみ １７５ ８８ ８７－０．０６２６０．４５３８
殺人類型＋余罪 ２８ ２３ ５ ０．３９１２（１１位）

５．動機 利欲・信条・障害排除 ４６ ２５ ２１－０．０４４５０．５７９５
情動 ９１ ５９ ３２ ０．１３７４（７位）
貧困 １９ １０ ９ ０．１０３３
精神異常 ９ ２ ７ ０．１２４１
虐待・育児ノイローゼ・子供不要・世間体 ４ １ ３－０．２３０７
服従・迎合，防衛・護身 １９ １０ ９－０．４４２１
その他 １５ ４ １１－０．２８１０

被告人の属性に関する因子

６．犯行時年齢 ２４歳以下 ２３ １５ ８ ０．３６９８０．７０３５
２５～２９歳 ２０ １２ ８－０．３３３７（４位）
３０～３４歳 ２０ １５ ５ ０．３３４０
３５～３９歳 ３６ １８ １８ ０．０７２０
４０～４９歳 ４２ ２６ １６ ０．１３６７
５０～５９歳 ４０ １６ ２４－０．２４１０
６０歳～ ２２ ９ １３－０．３２７４

７．職業 無職 ９０ ４８ ４２－０．０３６６０．０８８４
有職 １０４ ５７ ４７ ０．０２７２（２３位）
その他・不明 ９ ６ ３ ０．０５１８

８．婚姻状態 未婚 １６ １３ ３ ０．００９９０．０６９０
法律婚・内縁 １３９ ７４ ６５ ０．０１６９（２５位）
その他・不明 ４８ ２４ ２４－０．０５２１

９．子供の数 子供なし・不明 ６２ ４７ １５ ０．２４２４０．３７８９
１～２人 １０１ ４１ ６０－０．１３６６（２５位）
３人以上 ３１ １６ １５－０．０７７９
子供の人数は不明 ９ ７ ２ ０．１３１７

被害者に関する因子

１０．加害者＝被害者関係 夫・愛人・恋人（全て「元」を含む） ９１ ５８ ３３ ０．３５９２２．８７４３
実父母・義父母 １８ １１ ７ ０．００６１（１位）
他人（同僚・知人・友人・面識なし） ３８ ３２ ６ ０．６３６４
実子（新生児） ５ ０ ５－２．２３７８
実子（就学前） １８ ３ １５－１．４８２３
実子（学齢以上） ２６ ４ ２２－０．８４９１
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その他の親族 ７ ３ ４ ０．４２３４

１１．心身疾患等の有無 あり ２２ ５ １７－０．４２６００．４７７８
なし １８１ １０６ ７５ ０．０５１８（１０位）

１２．暴力・暴言等による
犯罪誘発性

あり ９０ ４９ ４１－０．１６６６０．２９９２
なし・特記なし １１３ ６２ ５１ ０．１３２７（１４位）

１３．その他の犯罪
誘発性

あり ８０ ４４ ３６－０．０４４００．０７２７
なし・特記なし １２３ ６７ ５６ ０．０２８６（２４位）

軽減事由に関する因子

１４．自首 あり ４２ １２ ３０－０．５５４６０．６９９２
なし・特記なし １６１ ９９ ６２ ０．１４４７（５位）

１５．自殺企図 あり １８ １１ ７ ０．２０２６０．２２２３
なし・特記なし １８５ １００ ８５－０．０１９７（１６位）

１６．心神耗弱 認定あり １３ １ １２－０．５２９３０．５６５５
認定なし １９０ １１０ ８０ ０．０３６２（８位）

犯行の背景に関する因子

１７．家庭内の人間関係
の不和

配偶者と ６４ ３４ ３０－０．０５４３０．２２３４
その他の成員と １７ ９ ８ ０．１６９１（１５位）
なし・特記なし １２２ ６８ ５４ ０．００４９

１８．経済上の問題 あり ８５ ４４ ４１－０．０２１８０．０３７４
なし・特記なし １１８ ６７ ５１ ０．０１５７（２６位）

１９．健康上の問題 あり ４９ ２１ ２８－０．１２５３０．１６５１
なし・特記なし １５４ ９０ ６４ ０．０３９９（１９位）

２０．夫の家庭内の暴力等
の悩み

あり ４２ ２４ １８－０．０００８０．００１０
なし・特記なし １６１ ８７ ７４ ０．０００２（２８位）

２１．子供に関する悩み あり ５０ １６ ３４ ０．４８７５０．６４６８
なし・特記なし １５３ ９５ ５８－０．１５９３（６位）

２２．その他家庭内の問題 あり ７５ ４１ ３４ ０．１０１９０．１６１６
なし・特記なし １２８ ７０ ５８－０．０５９７（２０位）

本人自身の問題に関する因子

２３．精神障害的徴候 あり ２９ １０ １９－０．０３０２０．０３５２
なし・特記なし １７４ １０１ ７３ ０．００５０（２７位）

２４．社会的孤立 あり ４ １ ３ ０．７２７６０．７４２２
なし・特記なし １９９ １１０ ８９－０．０１４６（３位）

２５．その他本人の悩み あり ４８ ３０ １８ ０．０９３６０．１２２５
なし・特記なし １５５ ８１ ７４－０．０２９０（２２位）

本人の生活態度に関する因子

２６．浮気・男出入りが
多い等の問題

あり ２５ １９ ６ ０．１３４２０．１５３０
なし・特記なし １７８ ９２ ８６－０．０１８８（２１位）

２７．頻回転職 あり ８ ６ ２ ０．２８７７０．２９９５
なし・特記なし １９５ １０５ ９０－０．０１１８（１３位）

２８．その他の生活態度
の問題

あり ５６ ３３ ２３ ０．１５６００．２１５４
なし・特記なし １４７ ７８ ６９－０．０５９４（１８位）

判別的中率 ８９．７％
判別中点 －０．０３６３

相関比 ０．６２０８
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世間体」については家庭内特有の背景であることは当然であるとしても，

「貧困」を理由とする殺人は家族に向けられ，また「服従・迎合・防衛・

護身」を理由とする殺人は，相対的に他人に向けられることが多いと言え

る。

しかし，（表―４）の全体を概観する限り，あくまで犯行動機という観点

からは，家庭内での殺人と他人殺との間に特段の構造的差異を見て取るこ

とは出来ない。もっとも，本研究で用いた識別表の分類上では，動機や加

害者・被害者関係については，同じカテゴリーに属し，分析上は同様の評

価を受けているものでも，実際には裁判所の評価は大きく分かれており，

カテゴリー分類の作成において客観化が不十分であったものと思われる。

今後の課題としては，女性による殺人の量刑に際しては，とくに子殺しの

場合に，動機と加害者＝被害者関係の組み合わせの類型について，さらに

細分化した整理が求められよう。

また，加害者＝被害者関係に着目すれば，女性による殺人罪の量刑基準

に関しては，女性による殺人については家庭内での事件が大半であるなか，

実刑と執行猶予との基準については，子殺しか否かにより大きく量刑上の

（表―４）加害者＝被害者関係と犯行動機のクロス表

動機

被害者類型

合計
利欲・信
条・障害
排除

情動 貧困
精神
異常

虐待・育児
ノイローゼ
・子供不要
・世間体

服従・迎
合・防衛
・護身

その他

実父母・義父母 ２４ ６ ９ ２ ３ ０ ３ １

実子（新生児） ３０ ２ ２ １１ ０ ２ １ １２

実子（就学前） ４７ １０ ４ ３ １１ １３ ０ ６

実子（学齢以上） ６１ ２２ ９ ６ ８ ４ ２ １０

その他の親族 １６ ３ ８ ０ １ １ ３ ０

夫・愛人・恋人（全て「元」を含む） １３３ ２２ ８２ ９ ２ ３ ９ ６

他人（同僚・知人・友人・面識なし） ４３ １１ ２５ ２ ０ ０ ５ ０

合計 ３５４ ７６ １３９ ３３ ２５ ２３ ２３ ３５
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評価が分かれ，また刑期の基準に関しては，子殺しや親殺しなど血縁家族

であるか否かにより評価が明確に分かれていることが確認された。

なお，家庭内暴力の量刑上の評価を検討するには，女性による殺人罪に

対する量刑判断の基準および判断基準の変化のみならず，男性による殺人

事件の量刑の分析との比較も含めて殺人事件全体の量刑基準の中で評価す

る必要があるが，それについては他日を期したい。

本研究において用いた殺人判決の収集は，平成１７年度専修大学研究助成

（個別研究）課題「児童虐待事例の研究―殺人事例の分析を通して」に負

うており，その成果の一である。記して，感謝申し上げる。
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３版）』（尚学社，２００５）２３２頁以下（第６章「刑の量定」）参照。また荒木伸怡「刑

事法学における多変量解析に応用とその前提」ジュリスト７６０号（１９８２）１１３頁以下。

９ 岩井（前掲・注２）２１頁。

１０ 岩井（前掲・注２）２１頁。

１１ 類型上「養父母」も含むが，大半は実親である。

１２ 岩井（前掲・注２）２６頁。
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